


指名停止状況一覧 （令和６年４月～８月）

年 月 日 令和6年4月2日 令和6年4月2日

事　件　名 不正又は不誠実な行為 独占禁止法違反行為

セコム三重株式会社の社員（事件当時）が、川越町の
スーパー内のATMでの現金補填作業中に現金一千万円を
横領したとして、令和６年１月１９日に業務上横領容疑
で逮捕され、さらに、現金輸送車への積み込み作業中に
ATMの現金補填用のバッグから現金一千万円を横領した
として、令和６年２月８日に業務上横領容疑で再逮捕さ
れた。このことは、三重県物件関係落札資格停止要綱別
表第２第４号（不正又は不誠実な行為）に該当する。

公正取引委員会は、中部電力株式会社、中部電力ミライ
ズ株式会社及び東邦瓦斯株式会社が、独占禁止法第３条
（不当な取引制限の禁止）の規定に違反する行為を行っ
ていたことを令和６年３月４日に公表した。
桑名市請負工事入札参加者指名停止基準別表第２第２号
（独占禁止法違反行為）の（２）に該当する。

セコム三重株式会社 中部電力株式会社
桑名支社 代表取締役社長社長執行役員　林　欣吾
支社長　沼田　充弘

中部電力ミライズ株式会社

代表取締役社長執行役員　大谷　真哉

東邦瓦斯株式会社
三重営業部営業部長　伊藤則之

備　　　考

指名停止期間 ２ヶ月（R6.4.2～R6.6.1） １ヶ月（R6.4.2～R6.5.1）

指名停止の理由

指名停止業者
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指名停止状況一覧

年 月 日

事　件　名

備　　　考

指名停止期間

指名停止の理由

指名停止業者

（令和６年４月～８月）

令和6年6月4日 令和6年6月4日

不正又は不誠実な行為 不正又は不誠実な行為

大成建設・佐藤工業・錢高組特定建設工事共同企業体で
施行中の「中央新幹線南アルプストンネル新設（山梨工
区）」（東海旅客鉄道株式会社発注）にて発生した労働
災害について、その事実を下請会社が労働基準監督署に
報告せず、大成建設株式会社の社員もこれに関与した。
これにより、同人は労働安全衛生法違反の罪で令和６年
３月１９日に略式起訴され、同月２６日に鰍沢簡易裁判
所から罰金刑の略式命令を受けた。有資格業者である同
社の使用人が、業務に関する法令違反で公訴提起された
ことは、桑名市請負工事入札参加者指名停止基準別表第
２第５号に該当する。

東京都千代田区が令和２年５月に発注した工事の入札を
めぐり、同区元区議があっせん収賄の疑いで逮捕され
た。このことにより、日管株式会社の元役員が同区元区
議から入札情報を得た見返りに贈賄行為を行ったことが
明らかになった。なお、贈賄行為の公訴時効（３年）の
期間が経過しており、同社元役員の逮捕等は行われてい
ない。　有資格業者である同社の役員等が、公共機関等
の職員に対する贈賄行為（公訴時効成立）を行った事実
が明らかになったことは、桑名市請負工事入札参加者指
名停止基準別表第２第５号に該当する。

大成建設株式会社　三重営業所 日管株式会社　三重営業所
営業所長　大川　誠 所長　安江　哲也

１ヶ月（R6.6.4～R6.7.3） ３ヶ月（R6.6.4～R6.9.3）
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指名停止状況一覧

年 月 日

事　件　名

備　　　考

指名停止期間

指名停止の理由

指名停止業者

（令和６年４月～８月）

令和6年6月4日 令和6年6月13日

不正又は不誠実な行為 独占禁止法違反行為

ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社の元派遣社員
が、９００万件を超える個人情報を流出させていた中
で、岡山県内の企業の約３万人を超える個人情報を東京
都内の名簿業者に送信して漏洩していたとして不正競争
防止法違反の疑いで令和６年１月３１日に岡山県警に逮
捕された。
　有資格業者である同社の役員等またはその使用人が、
業務に関する法令違反で逮捕されたことは、桑名市請負
工事入札参加者指名停止基準別表第２第５号（不正又は
不誠実な行為）に該当する。

公正取引委員会は、青森市が発注する新型コロナウイル
ス感染者患者移送業務の入札参加業者が、独占禁止法第
３条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反する行為を
行っていたことを公表しました。
　公表された事業者が、独占禁止法第３条に違反したこ
とは、桑名市請負工事入札参加者指名停止基準別表第２
第２号（独占禁止法違反行為）の（２）に該当します。

ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社 東武トップツアーズ株式会社　三重支店

三重ビジネス営業部長　竹谷　和也 支店長　木田　浩

名鉄観光サービス株式会社　津支店
支店長　佐野　基詞

株式会社ＪＴＢ　三重支店
支店長　中野　浩明

近畿日本ツーリスト株式会社　三重支店
支店長　濱　祐一郎

２ヶ月（R6.6.4～R6.8.3） １ヶ月（R6.6.25～R6.7.24）
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指名停止状況一覧

年 月 日

事　件　名

備　　　考

指名停止期間

指名停止の理由

指名停止業者

（令和６年４月～８月）

令和6年6月13日

独占禁止法違反行為

公正取引委員会は、名古屋市が発注する中学校スクール
ランチ調理等業務の入札参加業者が、独占禁止法第３条
（不当な取引制限の禁止）の規定に違反する行為を行っ
ていたことを公表しました。
　公表された事業者が、独占禁止法第３条に違反したこ
とは、桑名市請負工事入札参加者指名停止基準別表第２
第２号（独占禁止法違反行為）の（２）に該当します。

日本ゼネラルフード株式会社
代表取締役　杉浦　卓

株式会社魚国総本社　三重支社
支社長　梅原　彰洋

メーキュー株式会社
代表取締役社長　山本　貴廣

葉隠勇進株式会社中部支店
中部支店長　高橋　博士

１ヶ月（R6.6.25～R6.7.24）
2ヶ月（R6.6.25～R6.8.24）

※株式会社魚国総本社、メーキュー株式会社は2ヶ月
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（３）入札・契約制度における課題・取組みについて 

 

〇工事発注の平準化について 

 

公共工事では、原則単年度の予算により事業を執行 

 

4 月から 6月までが閑散期、1月から 3月までが繁忙期 

 

・年度内の時期によって工事の繁閑に大きな差が生じるため、人材や機材の効

率的な活用等に支障 

・入札の不調・不落 

・繁忙期における発注担当職員等の事務作業への負担 など 

 

品確法（公共工事の品質確保の促進に関する法律） 

発注者の責務として公共工事の適正な工期を設定すること 

入契法（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律） 

 公共工事の施工の時期の平準化を図るための方策を講じる努力義務化 

 

 

「施工時期の平準化」により、年度内の工事量の繁閑の差をできるだけ小さく

し、年間を通して工事量を安定させる必要がある 

 

 

平準化により期待される効果 

受注者（技能者） ・経営安定化 

 ・人材や資機材の実働日数の向上、機械保有等の促進 

 ・長期間労働の是正、安定的な雇用・休日の確保 

  

発注者（行政） ・安定的な施工の確保 

 ・発注担当職員の事務負担軽減 

 ・地域社会の品質向上と災害への対応力向上 

  

地域住民等 集中工事による生活環境への影響を抑制 
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令和５年度 三重県 14 市の平準化率と取組状況 

自治体名 平準化率 
平準化の促進に向けた取組み 

さ し す せ そ 

桑名市 0.65 〇 × 〇 〇 〇 

いなべ市 0.59 〇 × 〇 〇 × 

四日市市 0.51 〇 × 〇 × × 

鈴鹿市 0.61 〇 × 〇 〇 × 

亀山市 0.34 〇 × 〇 〇 × 

津市 0.62 〇 × 〇 〇 × 

松阪市 0.62 〇 × 〇 〇 × 

伊勢市 0.60 × × 〇 〇 〇 

鳥羽市 0.79 〇 × 〇 〇 〇 

志摩市 0.38 〇 × 〇 〇 × 

伊賀市 0.48 〇 × 〇 〇 〇 

名張市 0.47 〇 〇 〇 〇 〇 

尾鷲市 0.19 〇 × × 〇 〇 

熊野市 0.55 × × 〇 〇 × 

  13/14 1/14 13/14 13/14 6/14 

 

《平準化率の算出》 

・平準化率とは、通常閑散期である 4～6 月期における公共工事の稼働状況を年

度平均と比較した指標 

 

平準化率（件数）＝ 
（4～6月期の月あたり平均稼働件数） 

（年度全体の月あたり平均稼働件数） 

 

《平準化の促進に向けた取組み》 

（さ）債務負担行為の活用 

（し）柔軟な工期の設定（余裕期間制度の活用） 

（す）速やかな繰越手続き 

（せ）積算の前倒し 

（そ）早期執行のための目標設定 

 

桑名市の今後必要な取り組み 

・継続的な取組み 

・他県市の先進事例を調査研究 

・財政部局や議会への理解 
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【参考（抜粋）】 入札・契約制度に関する意見書 令和５年４月 20 日 

桑名市入札監視委員会 前回の提言に対する取組みとその評価 今後の課題 

 

●工事発注の平準化について 

 公共工事における工事発注にあたり、地方公共団体の予算の執行において、

会計年度独立の原則が定められているため、発注時期に偏りが起こりやすく、

それが建設業界の人手不足や過重労働及び余剰人員の足切りといった問題の一

因となっている。 

公共工事の施工時期については、平準化率という全国統一の指標があり、年

度全体の月あたり平均稼働件数に対して、通常閑散期である４月から６月期に

おける公共工事の月あたりの平均稼働件数を示している。市では、この指標が

三重県内の市の中で一番高くなっており、県内他市と比較しても年度を通じて

平準化が進んでいる状況であると認識をしている。 

これは、主に繰越制度を活動することにより、年度当初の４月から６月の工

事閑散期において、より多くの発注・施工ができており、年間を通じた工事量

が安定することで公共工事に従事する者の休日の確保など処遇改善につながり、

人材、資材、機材等の効率的な活用による建設業者の経営の健全化にも寄与す

るものである。 

市にとっても、工事の品質の確保や円滑な入札執行等を図る上で有意義な施

策であることから、全庁的に早期発注が可能となるように、さらなる仕組みを

検討されたい。 


